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厚生労働省　適用拡大 検索

平成29年4月から、中小企業でも厚生年金保険・
健康保険の加入対象が広がります！

（労使合意に基づく社会保険の適用拡大）

厚
生
年
金
保
険
・
健
康
保
険（
社

会
保
険
）に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年

10
月
１
日
か
ら
、
一
般
的
に
週
30
時

間
以
上
働
く
方
、
ま
た
は
次
の
⑴
か

ら
⑸
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
が

加
入
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
今

年
４
月
１
日
か
ら
は
、
⑸
の
要
件
を

満
た
し
て
い
な
い
短
時
間
労
働
者
の

方（
勤
め
先
の
会
社
の
従
業
員
数
が

５
０
０
人
以
下
）で
あ
っ
て
も
、
労

使
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
企
業
ご
と
に

社
会
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
地
方

公
共
団
体
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
規

模
に
か
か
わ
ら
ず
⑴
～
⑷
の
要
件
を

満
た
す
方
が
社
会
保
険
適
用
と
な
り

ま
す
。

〔
要
件
〕

⑴　
週
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間

以
上
で
あ
る
こ
と

⑵　
雇
用
期
間
が
１
年
以
上
見
込
ま

れ
る
こ
と

⑶　

賃
金
の
月
額
が
８・
８
万
円
以

上
で
あ
る
こ
と

⑷　
学
生
で
な
い
こ
と

⑸　

勤
め
先
の
会
社
の
従
業
員
数

（
正
社
員
な
ど
）が
、
５
０
１
人

以
上
で
あ
る
こ
と

労
使
合
意
に
つ
い
て

社
会
保
険
に
加
入
す
る
旨
の
労
使

手
続
き
は
、
勤
め
先
に
お
け
る
、
す

で
に
社
会
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ

て
い
る
方
と
、
適
用
拡
大
に
よ
り
被

保
険
者
と
な
り
得
る
短
時
間
労
働
者

の
方
等
を
対
象
と
し
、
そ
の
２
分
の

１
以
上
の
同
意
が
必
要
で
す
。
対
象

者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合

や
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
い
る
場

合
に
は
、
そ
う
し
た
方
々
の
同
意
も

有
効
で
す
。

厚
生
労
働
省
で
は
専
用
ペ
ー
ジ
を

開
設
し
、
社
会
保
険
加
入
の
メ
リ
ッ

ト
や
対
象
と
な
る
方
の
要
件
な
ど
に

つ
い
て
説
明
す
る
ほ
か
、
労
使
合
意

に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ
な
ど
も
公
表
す

る
予
定
で
す
。
詳
細
は
左
記
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

（専用ページURL）
http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/
bunya/2810tekiyoukakudai/

厚生年金保険に加入中に万一障害がある状態になった場合に、「障害厚生年金」が支給されます。また、万一お亡くなりになった場合も、ご遺
族の方に「遺族厚生年金」が支給されます。

加入する（適用になる）メリットは？
① 将来もらえる年金が増えます
全国民共通の基礎年金に加えて、報酬比例の年金（厚生年金）が終身でもらえます。

② 障害がある状態になった場合なども、より多くの年金がもらえます

ご自身の勤め先で健康保険に加入すると、賃金に応じた毎月の保険料（上記モデルケースでは、月額 4,400円）で、怪我や出産によって仕
事を休まなければならない場合に、賃金の３分の２程度の給付を受け取ることができます（傷病手当金、出産手当金）。

③ 医療保険（健康保険）の給付も充実します

会社もあなたのために同じ額の保険料を支払います。つまり、ご自身が支払った保険料の２倍の額が支払われていることになり、それが将来の厚生
年金につながります。また、現在ご自身で国民年金や国民健康保険の保険料を支払っている方は、ご自身が支払う保険料が安くなることがあります。

④ 会社も保険料を支払います。一部の方は保険料が安くなることがあります

※月収が増えると年金額も増えます。また受取開始後も、物価や賃金により上下するほか、少子高齢化による調整（減額）があります。
＜保険料と年金額のモデルケース（40年間加入）＞　※金額は月額

（適用前）　国民年金 （適用後）　厚生年金保険

基礎年金

65,000円

受取額

基礎年金

65,000円

受取額

保険料 16,000円

支払額

保険料（本人）8,000円
保険料（会社）8,000円

厚生年金
19,000円

支払額

※配偶者の健康保険に加
入している方（第３号被保
険者）は、保険料を厚生年
金保険制度全体で負担し
ており、個人の保険料の
支払いはありません。

こちらのQRコードからも入れます。


